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どろんこ遊び
　５月３１日、関ヶ浜２丁目の休耕田で、親子で「どろん
こ遊び」を楽しむイベントが開催されました。
　このイベントは「和木幼稚園パパの会」（森本光治会長、
２４名）と「和木小学校おやじの会」（安村信夫会長、１７
名）の主催で初めて企画されたもので、親子約１００名が
参加しました。
　初めは泥の中に入ることをためらっている子どももお
り、恐る恐る足を浸ける場面も見られましたが、次第に慣
れ、みんな元気に走り回っていました。
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町職員の給与等は、町議会で審議されたうえで決められていますが、 皆さんにその現状を知っていただくため、給与等の公表を行います。

給 与 等 の 公 表
⑶その他の手当について

扶養手当 管理職手当 住宅手当 通勤手当（自家用車等の場合）

表7．級別職員数の状況について（平成21年4月1日現在）

表8．部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在：単位　人）
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表1．人件費の状況（一般会計当初予算）

表2．職員給与費の状況（一般会計当初予算）

表3．特別職等の報酬の状況（平成21年6月1日現在）

表4．職員の初任給の状況（平成21年4月1日現在）

表5．職員の平均給料月額および平均年齢の状況
 （平成21年4月1日）

表6．職員手当の支給状況について
 （平成21年6月1日現在）

⑵時間外手当について

町職員の給与等は、町議会で審議されたうえで決められていますが、 皆さんにその現状を知っていただくため、給与等の公表を行います。

給 与 等 の 公 表
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５
月
29
日
に
「
平
成
21
年
第
３
回
和
木

町
議
会
臨
時
会
」
が
、
ま
た
、
６
月
８
日

か
ら
６
月
18
日
ま
で
の
11
日
間
の
会
期
で

「
平
成
21
年
第
４
回
和
木
町
議
会
定
例
会
」

が
開
催
さ
れ
、
下
記
の
案
件
に
つ
い
て
そ

れ
ぞ
れ
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

●
平
成
21
年
第
３
回
和
木
町
議
会
臨
時
会

議
案
第
30
号【
可
決
】

●
平
成
21
年
第
４
回
和
木
町
議
会
定
例
会

報
告
第
４
号【
承
認
】

報
告
第
５
号【
承
認
】

議
案
第
31
号【
可
決
】

決
議
書
案
第
１
号【
採
択
】

町
職
員
の
夏
期
ボ
ー
ナ
ス
を
削
減

一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
を
審
議

第３回
臨時会

第４回
定例会

和
木
町
議
会

ま
ち
の
話
題

み
ん
な
で
広
げ
よ
う
福
祉
の
輪フラダンスを披露

ま
ち
の
話
題

婦
人
会
『
ふ
れ
あ
い
親
睦
会
』

楽しく体を動かす会員の皆さん
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ま
ち
の
話
題

古
木
町
長
が
町
村
会
会
長
に
再
選

ま
ち
の
話
題

和
木
町
道
路
里
親
制
度
ス
タ
ー
ト

問
合
せ

柏村校長に種などを
贈呈する佐藤さん（右）

古木哲夫 町長

ま
ち
の
話
題

小
学
校
に
ひ
ま
わ
り
の
種
を
寄
贈

ま
ち
の
話
題

厚
生
功
労
者
表
彰三分一サツキさん

ま
ち
の
話
題

町
内
一
斉
清
掃
お
疲
れ
様
で
し
た
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に関するお知らせ

ま
ち
の
話
題

く
ら
し
の
安
心
推
進
員
、食
の
安
心
モ
ニ
タ
ー
に
空
静
子
さ
ん

空 静子さん

ま
ち
の
話
題

子
育
て
の
輪
づ
く
り
運
動『
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
セ
ラ
ピ
ー
』

シャボン玉に手を伸ばす子どもたち

ま
ち
の
話
題

ス
ク
ー
ル
ガ
ー
ド
と
交
流

問
合
せ

ボランティアの方々に
感謝の言葉を贈る児童たち

ま
ち
の
話
題

サ
ッ
カ
ー
教
室
開
催

指導の様子
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長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の
　「限度額適用・標準負担額減額認定」
長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の
　「限度額適用・標準負担額減額認定」

　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の被保険者で、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額
減額認定証」（減額認定証）の交付を受けることができます。入院時にこの減額認定証を医療機関に提示する
ことで、下表の通り食事代や居住費が減額され、医療機関での窓口負担も一定額までとなります。
　減額認定証の交付を受けるには申請が必要です。申請は随時受け付けていますので、長寿医療制度（後期
高齢者医療制度）の保険証をご持参の上、保健福祉課で手続きを行ってください。
　なお、減額認定証は、申請を行った月の初日から有効となります。

自己負担限度額
（一月）

食事代
（一食）

療養病床入院の場合（＊ 3）

食事代（一食） 居住費（一日）

減額認定証がない場合
（「一般」区分の方と同じ負担となります。） 44,400 円 260 円 460 円（＊ 4） 320 円

減額
認定証
がある
場合

区分Ⅱ
（＊ 1）

入院日数 90日以下
24,600円

210円 210円 320 円

入院日数 91日以上 160円 210円 320 円

区分Ⅰ
（＊ 2）

老齢福祉年金受給者以外
15,000円

100円 130円 320 円

老齢福祉年金受給者 100円 100円 0円

＊ 1　区分Ⅱ：世帯の全員が住民税非課税である世帯に属する方。
＊ 2　区分Ⅰ： 世帯の全員が住民税非課税であり、各種収入から必要経費・控除を差し引いた所得が 0円となる世帯

に属する方（収入が年金のみの場合は、年金収入 80万円以下の方）又は老齢福祉年金受給者。
＊ 3　 入院医療の必要性が高い方（人工呼吸器・中心静脈栄養などを要する方、脊椎損傷（四肢麻痺が見られる状態）

の方、難病の方など）、回復期リハビリテーション病棟に入院している方などは、通常の食事代と同額になりま
す（居住費はかかりません。）。

＊ 4　入院時生活療養（Ⅱ）を算定する医療機関に入院の場合は 420円となります。

■現在、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方へ
　現在交付されている減額認定証の有効期限は、平成21年7月31日までとなっています。
　平成21年 8月以降も認定が可能な方には、7月中旬に山口県後期高齢者医療広域連合から「申請のお知
らせ」と「申請書」を送付しますので、必ず8月31日までに申請を行ってください。（減額認定証は申請を行っ
た月の初日から有効となりますので、9月1日以降に申請をされますと、減額認定されない空白の月が生じ
ることになります。）
　なお、現在「区分Ⅱ」の減額認定証をお持ちの方で、その減額認定証の有効期間内の入院日数の合計が
91日以上の場合は、申請することで食事代が更に減額されます。申請の際は病院の領収書など、入院日数
の分かる書類をご持参ください。

申請場所 ▼

必要なもの ▼

20

 91

問合せ ▼  ５２−２１９５
０８３−９２１−７１１３

に関するお知らせ
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知って

おこう！

知って

おこう！
の決まり方の決まり方

国民健康保険料国民健康保険料
皆さんの国保料は、次の計算式をもとに決まります。
所得割額 ▼加入者の所得に応じて計算されます。
均等割額 ▼加入者 1人につき医療分24,000円、支援金分8,300円（介護分は8,800円）
平等割額 ▼ 1 世帯当たり医療分18,000円、支援金分6,200円（介護分は4,900円）

保険料を納めるのは世帯主
　世帯内に国保の加入者がいれば、
世帯主が国保の加入者であるなし
にかかわらず、保険料を納めるの
は世帯主です。（保険料が賦課され
るのは加入者分のみです。）
ただし、届出により条件を満たせ
ば、国保制度上の世帯主を変更で
きます。

年度の途中で４０歳になるとき
　介護保険に加入する資格ができ
る４０歳の誕生日の月（誕生日が
1日の人はその前月）から介護分
を納めます。また、月割りで計算
した介護分と医療分を合わせた新
しい保険料額を、改めて納付書で
お知らせします。

年度の途中で６５歳になるとき
　介護保険の第1号被保険者にな
る６５歳の誕生日の次の月（誕生
日が1日の人はその月）から、介
護保険料の納付方法が変わります。
第２号被保険者としての介護分の
保険料は１年間で按分して計算し
ていますので二重払いにはなりま
せん。

※ 介護保険料は、老齢（退職）
年金等が年額１８万円（月額
１５，０００円）以上の方は年金
から天引きされ、それ以外の方
は別に納付書で納めます。

国民健康保険料＝
医療分+支援金分

介護保険料＝介護分

４０歳未満の方 ４０歳～６４歳の方 ６５歳以上の方
介護保険の第１号被保険者

４０歳～６４歳の方は、介護分の保険料も合わせて賦課されるので、
国保料は年齢に応じて次のようになります。

介護保険の第２号被保険者

国民健康保険料＝
医療分+支援金分＋介護分

国民健康保険料＝
医療分+支援金分

７

１

１０ ７ ８ ９

 問合せ▼ ５２−２１９５

平成２１年度分の保険料通知について

（合わせて納付）
※ 同じ世帯の４０歳～６４歳以外
の方は介護分の負担はありませ
ん。

※介護分の負担はありません。
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７０ ７４

３１

８

問合せ ▼ ５２−２１９５

７０～７４歳の国民健康保険加入者の方へ高齢受給者証をお送りします

所得割　総所得金額－３３万円（　）円×料率（ 5.8 ）％＝　①　円
均等割　一人当たり（ 24,000 ）円×世帯の加入数（　）人＝　②　円
平等割　一世帯当たり　③18,000円 ①＋②＋③＝医療分

医療分

所得割　総所得金額－３３万円（　）円×料率（ 2.0 ）％＝　①　円
均等割　一人当たり（ 8,300 ）円×世帯の加入数（　）人＝　②　円
平等割　一世帯当たり　③6,200円 ①＋②＋③＝支援金分

後期高齢者
支援金分

所得割　総所得金額－３３万円（　）円×料率（ 1.7 ）％＝　①　円
均等割　一人当たり（ 8,800 ）円×世帯の加入数（　）人＝　②　円
平等割　一世帯当たり　③4,900円 ①＋②＋③＝介護保険分

介護分

医療分
＋ ＋

支援金分 介護分

＝
年間保険料額

※保険料の上限額（賦課限度額）は医療分47万円、支援金分12万円、介護分10万円です。

※国保加入の届出が遅れても、資格を得た月までさかのぼって納めることになりますので､ ご注意ください。

世帯の前年中の合計所得金額が下記の基準額を超えない場合、均等割、平等割の金額が軽減されます。

軽減割合 軽　減　対　象　世　帯
７割 　３３万円以下の世帯
５割 　３３万円＋（２４万５千円×世帯主以外の被保険者数）以下の世帯
２割 　３３万円＋（３５万円×世帯に属する被保険者数）以下の世帯

※ 軽減判定所得は、４月１日現在の国保加入者全員の総所得金額です。ただし、擬制世帯主（世帯主が他の
社会保険等）の所得を含めます。

（注）低所得者の世帯であっても、世帯全員の所得の申告がないと軽減措置はできませんのでご注意ください。

○ 保険料軽減判定時に、創設前と同様の軽減措置を受けられるように、５年間、長寿医療制度（後期高齢者
医療制度）に移った方の所得と人数も含めて軽減判定を行います。
○ 同じ世帯の人が長寿医療制度（後期高齢者医療制度）に移ったために、国民健康保険加入者が１人になっ
た場合、平等割額（介護分は除く）を５年間２分の１にします。

（注）ただし、世帯主が変わったり、国民健康保険加入者だった人が世帯から出た場合は対象外になります。

問合せ ▼ ５２−２１９３

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の創設により
国民健康保険加入者が減った世帯には、次のような措置がとられます。

保険料の軽減
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みん
なの
笑顔で地域イキイキ！

“
じ

ぶん
”輝く生涯学習

和木町生涯学習のマスコットです。
かわいがってネ

社会きょういくコーナー
社会教育広報通算376号

わき あい愛
町
子
連
イ
ン
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ー
ダ
ー
研
修

和
木
町
か
ら
３
団
体
が
受
賞
〜
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地
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集
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者
研
修
会
〜

第
１
回
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会
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委
員
会
議

〃〃〃〃〃〃



図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ

図書
館行
事案内＆新着CD・図書利用者
カードを

もって図書館へお越しください。
ホームページアドレス

問合せ ： ＴＥＬ ５４－０２２２　ＦＡＸ ５４－０２７８

7月の休館日　6日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪
http://www.waki-toshokan.jp/

〈CD〉

〈一般書〉

〈児童書・絵本〉

≪総合コミュニティセンター
耐震工事に伴う閉館のお知らせ≫

図書館は、８月１５日から８月３１日まで
事務所等移転の為休館いたします。

９ １

AV

※詳細については、館内掲示・カウンターにて案内文書を配布いたします。
期間中、ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いい
たします。

●絵本の読みきかせ
日　時 ▼ ７ １８

１０ ３０ １１

対象者 ▼

場　所 ▼

問合せ ▼ ５４−０２２２

10



11

保
健
師
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

保
健
師
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

夏
の
健
康
に

　
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う

●
ち
ょ
っ
と
小
話

元気アップ教室元気アップ教室
①エアロビクス
　日　時 ▼ ７ １７ １０ １１ ３０

　内　容 ▼

　準　備 ▼

　申込み ▼ ７ １５

②アロマテラピー
　日　時 ▼ ８ ２８ １０ １１ ３０

　内　容 ▼

　準　備 ▼ ５００

　申込み ▼ ８ ２１

１５

５２−７２９０
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健康 カレ ンダ ー健康 カレ ンダ ー
月日(曜) 行　　事 対　　　象 受付時間 場　所

7月16日㈭
健康相談 一般の方 9：30～ 10：00 体育センター

プレイルーム 乳幼児とその保護者の方 10：00～ 15：00

保健相談センター

17日㈮ 元気アップ教室 一般の方 10：00～ 11：30

23日㈭
プレイルーム 乳幼児とその保護者の方 10：00～ 15：00

育児相談 乳幼児とその保護者の方 13：30～ 14：30

27日㈪
健診結果説明会 健診を受けた方

8：30～ 12：00

～30日㈭ 13：00～ 16：30

8月6日㈭ プレイルーム 乳幼児とその保護者の方 10：00～ 15：00

13日㈭ プレイルーム 乳幼児とその保護者の方 10：00～ 15：00

　総合健診の全日程を終了しました。結果は、下
記の日程でお返しします。

●検診結果説明会
日　時 ▼ ７ ２７ ２８ ２９ ３０

８ ３０ １２ １３ １６ ３０

場　所 ▼

８

●乳がん検診は医療機関で

２２ ３

３１

問合せ ▼ ５２−７２９０

健診のお知らせ健診のお知らせ

●作り方
①下準備
　ほうれん草…さっと茹でる。
　　　　　　　２～３㎝程度の長さに切る
　もやし…さっと茹でる。ざく切りにする。
　カニ風味かまぼこ…２～３㎝程度に切り、ほぐす。

②和える
　 ボウルにピーナツバターとしょうゆをあわせて混ぜ
る。水気を絞った①を加えて和える。

（１人分エネルギー　52キロカロリー）

おすすめメニューはアイ・キャンの
和木チャンネルでも放送していますのでご覧ください。

ほうれんそうのピーナツ和え
ほうれん草‥‥‥‥ ２００ｇ

もやし‥‥‥‥‥‥ １００ｇ

カニ風味かまぼこ‥‥ ４０ｇ

ピーナツバター‥‥ 大さじ１

しょうゆ‥‥‥‥‥ 大さじ１

　ひとり暮らしの方や子どもさんにも簡単にできます。おすす
めです。

（和木町食生活改善推進協議会　２班）

（材料４人分）

（7月 16日～ 8月 15日）

※ 7月 30日㈭は健診結果説明会のためプレイルームはお休みです。
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項　　　目 　　　　　　　　実　施　内　容

１ 花づくり運動 ○国道・県道・町道の歓迎飾花　　○プランターによる歓迎飾花

２ 環境美化運動 ○全町一斉での取り組み　　○スポット的取り組み　　○自主的活動

３ おもてなし運動
・あいさつ運動

○手作り旗の作成、飾り付け　　　○応援メッセージの作成　　
○あいさつマナー運動の啓発　　　○応援観戦チラシの作成、配布　　
○競技会場休憩所でのもてなし　　○競技会場いっぱい運動

４ ボランティア
の募集・養成

○受付・会場案内　　　○休憩所　　　　　　○会場整理　　
○弁当配布　　　　　　○会場美化　　　　　○駐車場整理

５ その他必要な事業

開
放
日
▼

利
用
時
間
▼

《
各
プ
ー
ル
で
の
注
意
事
項
》

◇
幼
児
プ
ー
ル

◇
瀬
田
・
関
ヶ
浜
河
川
プ
ー
ル

◇
中
学
校
プ
ー
ル（
一
般
開
放
）

対
象
者
▼

そ
の
他
の
注
意
事
項

問
合
せ
▼

期　

日

場　

所

結　

果

【
男
子
Ａ
級　

複
合
の
部
】

【
男
子
Ｂ
級　

複
合
の
部
】

【
男
子
Ｃ
級　

複
合
の
部
】

【
女
子
Ａ
級　

複
合
の
部
】

【
女
子
Ｂ
級　

複
合
の
部
】

【
女
子
Ｃ
級　

複
合
の
部
】

和
木
町
近
郊
春
季
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

期　

日

場　

所

結　

果

第
７
回
本
郷
近
郊
少
年
少
女
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

期　

日

場　

所

結　

果
和
木
町
春
季
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
大
会

期　

日

場　

所

プ
ー
ル
の
利
用
方
法
、
日
程
に
つ
い
て

プ
ー
ル
の
利
用
方
法
、
日
程
に
つ
い
て

平
成
21
年
度
み
か
わ
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

期　

日
▼

場　

所
▼

結　

果
▼

和
木
町
近
郊

春
季
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
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２０ ２１

１

①大会期間中、選手・監督はホテル、旅館等に宿泊する。
（民泊は実施しない）

②山口県体育大会銃剣道競技会を和木町で開催する。　　
　・平成２１年度　会場：体育センター  
　・平成２２年度　会場：中学校体育館
③ 運営ボランティアの募集期間を平成２２年３月～４月頃
より開始し、募集開始までに活動内容等について、広報
を通じ町民への周知を図る。

第66回 国民体育大会

会期：平成23年10月７日㈮～９㈰ 　会場：和木中学校体育館

銃 剣 道 競 技 会

５２- ２８１１ ５２- ９１４９

　５月２７日、総合コミュニティセンターで山口国体和木町実行委員会第２回総会及び第３回
専門委員会が行われました。

総会

専門委員会 ４

１１

１２

項　　　目 　　　　　　　　実　施　内　容

１ 花づくり運動 ○国道・県道・町道の歓迎飾花　　○プランターによる歓迎飾花

２ 環境美化運動 ○全町一斉での取り組み　　○スポット的取り組み　　○自主的活動

３ おもてなし運動
・あいさつ運動

○手作り旗の作成、飾り付け　　　○応援メッセージの作成　　
○あいさつマナー運動の啓発　　　○応援観戦チラシの作成、配布　　
○競技会場休憩所でのもてなし　　○競技会場いっぱい運動

４ ボランティア
の募集・養成

○受付・会場案内　　　○休憩所　　　　　　○会場整理　　
○弁当配布　　　　　　○会場美化　　　　　○駐車場整理

５ その他必要な事業

町民運動の内容
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日　時 ▼ ７ １５ ９

場　所 ▼

内　容 ▼

問合せ ▼ ５２－２１９４

※ ２５

７０

　文化協会では昆虫画展を開催するにあたり、
昆虫を題材にした絵画やイラストを募集します。
　優秀作品には表彰・副賞があります。
　ふるってご応募ください。

応募資格 ▼

１６

応募方法 ▼

出 品 料 ▼

受付期間 ▼ ７ １ ８ ２０

問 合 せ ▼ ５２−２１９１

http://www.waki-culture.com/

１６

和
木
美
術
館
情
報

昆虫画・イラスト
コンテスト

昆虫画・イラスト
コンテスト

【
同
時
開
催
】

◇
ス
ペ
シ
ャ
ル
お
話
会

日　

時

◇
ト
ー
ク
＆
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー

日　

時

◇
蜜み
つ
ろ
う蝋

の
キ
ャ
ン
ド
ル
作
り

日　

時

参
加
費

問
合
せ

生改連朝市生改連朝市

日　時 ▼ ７ ２４

場　所 ▼

入場料 ▼ ３ ０００

３ ５００

チケット発売所 ▼

※ チケット残りわずかとなっております。ご希望
の方はお早めにお買求めください。
問合せ ▼ ５２-２１９１

加瀬邦彦 ＆ ザ・ワイルドワンズ
　コンサート
加瀬邦彦 ＆ ザ・ワイルドワンズ
　コンサート



16

大
竹
・
和
木

川
ま
つ
り
花
火
大
会

中
止
の
お
知
ら
せ

問
合
せ

平成２１年度  コミセン夏休み企画平成２１年度  コミセン夏休み企画
　コミュニティセンターでは、夏休み期間中に小学生と
その保護者の方々を対象に、講座参加者を募集します。
　みなさんのご参加をお待ちしています。

日　時 ▼ ７ ２９

９ １２

場　所 ▼  

  ３

対　象 ▼

※申込受付は終了しました。
 

日　時 ▼ ７ ２１
９ ３０ １３

場　所 ▼

対　象 ▼  ５ ６
(２ １

)
定　員 ▼ １２ ６
費　用 ▼ １ ６００

１  ３００
申込期限 ▼ ７ １０

日　時 ▼ ７ ３１

１０ １２

場　所 ▼

１

対　象 ▼

定　員 ▼ ３０

参加費 ▼
１ １ ３００

申込期限 ▼ ７ ２４

※ 

( )

問合せ ▼ ５２−２１９１

平
成
21
年
度
親
子
ふ
れ
あ
い
の
つ
ど
い

日　

時

場　

所

対
象
者

募
集
人
数

参
加
費

内　

容

申
込
み

締
切
日

申
込
み
・
問
合
せ

1オリジナル
朝食スープ作りに
挑戦しよう！

オリジナル
朝食スープ作りに
挑戦しよう！

3ちぎり絵教室ちぎり絵教室

2とんかち教室とんかち教室

岩
国
港
み
な
と
祭

　
　 

花
火
大
会

岩
国
港
み
な
と
祭

　
　 

花
火
大
会

日　

時

場　

所

問
合
せ
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各
種
お
知
ら
せ

日　

時

場　

所
・
問
合
せ

行

政

相

談

精
神
保
健
相
談

●
心
の
健
康
・
認
知
症
相
談

日　

時

●
ス
ト
レ
ス
相
談

日　

時

場　

所

問
合
せ

心
配
ご
と
相
談

問
合
せ

日　

時

申
込
み
・
問
合
せ

和
木
町「
面
接
相
談
」

試
験
種
目

試
験
日

試
験
場
所

受
験
資
格

受
付
期
間

受
験
手
続

問
合
せ

消
防
設
備
士
試
験

自
衛
官
等
募
集
説
明
会

日　

時

会　

場

問
合
せ

岩
国
地
区
消
防
職
員
募
集

種　

類

採
用
予
定
人
員

受
験
資
格

受
付
期
間

一
次
試
験

場　

所

試
験
種
目

二
次
試
験

採
用
予
定
日

申
込
み
・
問
合
せ

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

１　

等

前
後
賞

２　

等

発
売
期
間

抽
選
日

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

試
験
日

試
験
会
場

対
象
者

受
験
案
内

受
付
期
間

受
験
申
込
先

受
験
手
数
料

実
務
研
修

問
合
せ

山
口
県
多
重
債
務
相
談
強
化
月
間

日　

時

場　

所

定　

員

申
込
み
・
問
合
せ
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乳
幼
児
・
ひ
と
り
親
家
庭
・
こ
ど
も
安
心
医

療
費
助
成
制
度
更
新
手
続
き
の
お
知
ら
せ

◎
乳
幼
児

◎ 

ひ
と
り
親
家
庭（
平
成
21
年
８
月
よ
り
父

子
家
庭
も
助
成
の
対
象
に
な
り
ま
す
）

◎
こ
ど
も
安
心
医
療

受
付
時
期

問
合
せ

①世帯の所得水準によって「均等割額（４７，２７２円）」が、次のとおり軽減されます。
　・３３万円＋（３５万円×世帯の被保険者数）を超えない世帯→２割
　・３３万円＋（２４．５万円×世帯主を除く被保険者数）を超えない世帯→５割
　・３３万円を超えない世帯→８．５割（平成２０年度の軽減率が継続されました）
　・３３万円を超えない世帯のうち、被保険者全員が年金収入８０万円以下の世帯→９割
　また、会社などで加入していた保険の扶養家族だった方は、加入した月から２年間は均等割額が９割軽
減されます。（平成２２年４月からは５割軽減に変更予定。）
② 所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる所得が５８万円以下の方は、所得割額が５割軽減され
ます。

問合せ ▼ ５２−２１９５ ５２−２１９３

後期高齢者医療保険料の平成２１年度軽減措置について後期高齢者医療保険料の平成２１年度軽減措置について

（
返
却
は
不
要
で
す
）

問
合
せ

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
を
更
新
し
ま
す

「
や
ま
ぐ
ち
森
林
づ
く
り
県
民
税
」

に
係
る
県
民
意
見
交
換
会

日　

時

場　

所

対　

象

問
合
せ

新被保険者証

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を

さ
れ
て
い
な
い
方
は
お
早
め
に
！

問
合
せ

年
金
天
引
き
か
ら

口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す

問
合
せ
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掲載写真差し上げます

４７ ２３

委員会の実施予定 ▼ ８ １２ １ ２

募集人数 ▼  ５

応募資格 ▼ １６

応募期間 ▼ ７ １０ ７ ３０

応募方法 ▼  

問合せ ▼ ５３−３１２３

和

木

短

歌

会

公
園
の
桜
の
木
陰
お
茶
席
に

　
今
年
も
逢
え
り
な
つ
か
し
縁

え
に
し 

森
本
　
初
子

嘔
吐
　
下
痢
　
孫
か
ら
始
ま
り
一
回
り

　
寝
て
い
る
間
に
竹
の
子
伸
び
た 

横
川
美
代
子

楠
あ
か
芽
生
育
早
し
お
さ
な
葉
に

　
五
月
の
陽
射
し
艶
め
き
匂
ふ 

嘉
屋
　
笑
子

つ
つ
ま
し
く
床
に
活
け
い
る
桔
梗
の

　
花
の
匂
ひ
か
小
さ
き
部
屋
に 

箭
野
　
賀
代

さ
わ
や
か
な
五
月
の
風
の
い
た
ず
ら
か

　
海
越
え
て
来
し
新
型
イ
ン
フ
ル 

藤
上
　
紀
子

和
木
俳
句
教
室
句
会

（
６
月
句
会
）

夕
雲
の
く
れ
な
い
長
し
合
歓
の
花 

越
智
　
幸
子

横
笛
を
神
主
吹
く
や
青
葉
潮 

小
川
　
誉
子

夭
逝
の
遺
影
の
笑
み
や
花
菖
蒲 

浦
　
　
盈
子

万
緑
や
湯
け
む
り
太
く
立
ち
の
ぼ
る 

灰
岡
美
穂
子

漸よ
う
やく
に
最
後
の
一
羽
巣
立
ち
け
り 

平
岡
　
菊
江

命
日
に
額
の
花
添
へ
母
偲
ぶ 

山
重
　
杵
子

カ
ー
テ
ン
の
揺
れ
て
夏
日
や
夫
寝
息
き 

与
三
本
愛
子

寄 

付
・
寄 

贈

体
育
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ８

７ １２

問合せ ▼

０８２−２２２−９２４６

河川一斉清掃
　 「クリーン小瀬川」
河川一斉清掃
　 「クリーン小瀬川」

和木小学校改築検討委員会
委員の募集について
和木小学校改築検討委員会
委員の募集について

問合せ ▼ ５２−２１３６
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■エコスタイル
・冷房時の設定温度を２８℃にしよう
・軽装で過ごしやすい服装（クールビズ）にしよう
　（上着を脱いで、ノーネクタイにすると体感温度が
　　　　　　　　　　　２℃下がると言われています。）

■エコドライブ
・出かける前に計画・準備をしよう
・タイヤの空気圧を定期的に点検しよう
・優しいアクセル操作で円滑発進しよう
・駐停車時はアイドリングをストップしよう
・控えめエアコンにしよう

■ライトダウンキャンペーン（今月の重点日：７月７日）
・事業所や家庭などで、可能な範囲で照明を消灯しＣＯ2を削減しよう
・みんなで同じ部屋で過ごして、無駄な照明を消そう
・照明を消して、星空を楽しんでみてはいかが？

（和木町快適環境まちづくり町民会議）

わき Netわき Net環
境
環
境 No.27（H21.7）

　先月号でもご紹介しましたが、山口県（和木町）では、深刻な問題となっている地球温暖
化防止のために、様々な施策やキャンペーンを行っています。今回は「夏のエコスタイル・エ
コドライブキャンペーン」、「ライトダウンキャンペーン」について詳しく取り上げてみます。

５ １６ ３

６５％が水分

問合せ ▼ ５２－２１９４

和木町のごみ事情和木町のごみ事情

夏のエコスタイル
　　  エコドライブキャンペーン
夏のエコスタイル
　　  エコドライブキャンペーン

生ごみの水切りにご協力を！生ごみの水切りにご協力を！

ごみ質
分析調査結果

成分 水分 灰分 可燃物
比率（％） ６５．４ ３．６ ３１．０
前年度 ７０．８ ４．３ ２４．９



 

（百人）3 2 1 0 0 1 2 34

100以上
95 － 99
90 － 94
85 － 89
80 － 84
75 － 79
70 － 74
65 － 69
60 － 64
55 － 59
50 － 54
45 － 49
40 － 44
35 － 39
30 － 34
25 － 29
20 － 24
15 － 19
10 － 14
 5 －  9
 0 －  4

和 木 町 の 人 口 ピ ラ ミ ッ ド
平成21年6月1日現在

総人口　6,723人
 （＋4）
世帯数　2,778世帯
 （＋5）
和木町の面積　10.56

（＋4） （±0）
 3,344人　男 女　3,379人

173
195
186

217
198

252
231

250
177
162

210
282

223
160
170

121
81

37
14
3
2

191
172
168
152
149
179

229
252

185
166

223
223
209
210

182
177

133
108

52
16
3

固定資産税‥‥‥２期分
国民健康保険料‥１期分
介護保険料‥‥‥１期分
町営住宅使用料‥７月分
上下水道使用料‥２期（５・６月）分
後期高齢者医療保険料‥１期分　
　町税などの納税は便利な口座振替
をご利用下さい。

問合せ ▼税務課（☎５２−２１９３）

　国民年金には、経済的な理由などで
保険料を納めることが困難な場合、申
請をして承認されると、保険料の納付
が免除される申請免除制度がありま
す。
　申請免除制度には、保険料の全額が
免除される全額免除と、保険料の一部
を納付し、残りの保険料が免除される
一部納付があります。一部納付には、
４分の１納付、２分の１納付、４分の３納付
の３種類があります。
　本人・配偶者・世帯主の前年の所得
が一定額以下の場合に、全額免除また
は一部が承認されます。
　また、退職（失業）を理由とした特例
免除制度（離職票が必要）もあります。
特例免除は、申請する年度または、前
年度において退職（失業）の事実があ
る場合に対象となり、失業された方の
所得を除外して免除の審査を行いま
す。
　申請は、保健福祉課で受付けますの
で、印かんをお持ちください。

問合せ ▼保健福祉課（☎５２−２１９５）

国民年金保険料の
免除制度

今月の納税 高
齢
者
保
健
福
祉
実
態
調
査
・

高
齢
者
食
生
活
調
査
の
た
め

民
生
委
員
が
お
伺
い
し
ま
す

　

毎
年
、対
象
者
の
お
宅
へ
地
区
の
民
生
委

員
が
高
齢
者
保
健
福
祉
実
態
調
査
の
た
め

訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、今

年
は
こ
の
調
査
に
併
せ
て
、高
齢
者
食
生
活

調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

訪
問
し
ま
し
た
際
は
、ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

対
象
者
▼

　

65
歳
以
上
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者

　

75
歳
以
上
高
齢
者
ふ
た
り
暮
ら
し
世
帯

　

�

在
宅
寝
た
き
り
高
齢
者（
食
生
活
調
査

は
、お
こ
な
い
ま
せ
ん
。）

問
合
せ
▼
保
健
福
祉
課（

☎
52

−

２
１
９
６
）

定額給付金の申請はお済みですか？
申請期限９月３０日㈬

　和木町では、現在、「定額給付金」の申請を受け付けています。

まだ申請されていない受給権者の方は、自宅に届いた申請書を

確認していただき、申請期限までに提出していただきますよう

お願いします。

定額給付金等の給付をよそおった
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に

ご注意ください。
　和木町が定額給付金として町民の皆さんに給付するお金は、

総額で約１億円にのぼります。このお金の多くが町内で消費さ

れれば、地元経済にとって一定の効果が期待できます。和木町

の活性化のため、地元でのお買い物にご利用いただければ幸い

です。
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